
 四日市市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

  令和４年１２月２３日 

四日市市長  森  智 広 

四日市市条例第３４号 

   四日市市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部を改正する条例 

 四日市市情報公開・個人情報保護審査会設置条例（平成２１年四日市市条例第３号）

の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

目次 

 第１章 総則（第１条） 

 第２章 設置及び組織（第２条－第６

条） 

 第３章 審査会の調査審議等の手続 

  第１節 審査請求に係る調査審議の

手続（第７条－第１５条） 

  第２節 情報公開及び個人情報の取

扱い等に係る審議の手続（第

１６条） 

 第４章 雑則（第１７条） 

 第５章 罰則（第１８条） 

附則 

 

  

第１章 総則  

 （定義） 

 第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

 (1) 諮問機関 四日市市情報公開条例

（平成１２年四日市市条例第６３号。



以下「情報公開条例」という。）第２

条第１項に規定する実施機関のうち、

同条例第１７条第１項若しくは第１

９条第１項の規定に基づき諮問した

もの又は四日市市個人情報保護条例

（平成１１年四日市市条例第２５号。

以下「個人情報保護条例」という。）

第２条第２号に規定する実施機関の

うち、同条例第３６条第１項の規定に

基づき諮問したものをいう。 

 (2) 行政情報 情報公開条例第２条第

２項に規定する行政情報をいう。 

 (3) 個人情報 個人情報保護条例第２

条第１号に規定する個人情報をいう。 

 (4) 開示決定等 情報公開条例第１１

条第１項又は個人情報保護条例第１

７条第３項に規定する開示決定等を

いう。 

  

第２章 設置及び組織  

（設置） （設置） 

第２条 次の各号に掲げる事務を行うた

め、四日市市情報公開・個人情報保護審

査会（以下「審査会」という。）を置く。 

第３条 次の各号に掲げる事務を行うた

め、四日市市情報公開・個人情報保護審

査会（以下「審査会」という。）を置く。 

(1) 四日市市情報公開条例（平成１２年

四日市市条例第６３号。以下「情報公

開条例」という。）第１８条第１項の

規定による諮問に応じ審査請求につ

いて調査審議すること。 

(1) 諮問機関の諮問に応じ、審査請求に

ついて調査審議すること。 

(2) 個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５７号。以下「法」とい

う。）第１０５条第３項において準用

(2) 個人情報保護条例の規定により審

査会の意見を聴くこととされた事項

について意見を述べること。 



する同条第１項の規定による諮問に

応じ審査請求について調査審議する

こと。 

(3) 四日市市議会の個人情報の保護に

関する条例（令和４年四日市市条例第

３２号。以下「議会個人情報保護条例」

という。）第４５条第１項の規定によ

る諮問に応じ審査請求について調査

審議すること。 

 

(4) 情報公開条例第３０条第２項の規

定により同条第１項の報告について

意見を述べること。 

 

(5) 四日市市個人情報の保護に関する

法律施行条例（令和４年四日市市条例

第３３号。以下「法施行条例」という。）

第６条の規定による諮問に応じ意見

を述べること。 

 

(6) 議会個人情報保護条例第５０条の

規定による諮問に応じ意見を述べる

こと。 

 

２ 審査会は、前項第４号に定めるものの

ほか情報公開に関する重要な事項につ

いて、情報公開条例第２条第１項に規定

する実施機関に意見を述べることがで

きる。 

２ 審査会は、情報公開に関する重要な事

項について、実施機関（情報公開条例第

２条第１項に規定する実施機関をい

う。）に意見を述べることができる。 

 ３ 審査会は、個人情報保護条例の規定

により報告を受けた事項に関し、実施機

関（個人情報保護条例第２条第２号に規

定する実施機関をいう。）に意見を述べ

ることができる。 

３ 審査会は、情報公開条例第２５条第

１項に規定する出資法人等又は指定管

４ 審査会は、情報公開条例第２５条第

１項に規定する出資法人等若しくは個



理者（地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第３項に規定する

指定管理者をいう。）から諮問があった

ときは、当該出資法人等又は指定管理者

の情報公開について必要な意見を述べ

ることができる。 

人情報保護条例第３８条第１項に規定

する出資法人（以下この項において「出

資法人等」と総称する。）又は指定管理

者（地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第３項に規定する指

定管理者をいう。）から諮問があったと

きは、当該出資法人等又は指定管理者の

情報公開又は個人情報の保護について

必要な意見を述べることができる。 

  

 （組織）  （組織） 

第３条 （略） 第４条 （略） 

  

 （合議体）  （合議体） 

第４条 （略） 第５条 （略） 

  

 （委員）  （委員） 

第５条 （略） 第６条 （略） 

  

 （会長等）  （会長等） 

第６条 （略） 第７条 （略） 

  

   第３章 審査会の調査審議等の手

   続 

 

    第１節 審査請求に係る調査審

議の手続 

 

（定義）  

第７条 この節において「諮問機関」とは、

次に掲げる者をいう。 

 

(1) 情報公開条例第２条第１項に規定

する実施機関のうち、同条例第１８条

第１項の規定により審査会に諮問を

 



したもの。 

(2) 情報公開条例第２０条第１項の規

定により審査会に諮問をした議会 

 

(3) 法施行条例第２条第２項に規定す

る実施機関のうち、法第１０５条第３

項において準用する同条第１項の規

定により審査会に諮問をしたもの。 

 

(4) 議会個人情報保護条例第４５条第

１項の規定により審査会に諮問をし

た議会の議長 

 

２ この節において「行政情報」とは、情

報公開条例第１１条第１項に規定する

開示決定等に係る同条例第２条第２項

に規定する行政情報をいう。 

 

３ この節において「保有個人情報」とは、

次に掲げるものをいう。 

(1) 法第７８条第１項第４号、第９４条

第１項又は第１０２条第１項に規定

する開示決定等、訂正決定等又は利用

停止決定等に係る同法第６０条第１

項に規定する保有個人情報 

(2) 議会個人情報保護条例第２０条第

５号ア、第３５条第１項又は第４２条

第１項に規定する開示決定等、訂正決

定等又は利用停止決定等に係る同条

例第２条第４項に規定する保有個人

情報 

 

  

（審査会の調査権限） （審査会の調査権限） 

第８条 審査会（合議体を含む。以下この

節において同じ。）は、必要があると認

めるときは、諮問機関に対し、行政情報

第８条 審査会（合議体を含む。以下同

じ。）は、必要があると認めるときは、

諮問機関に対し、開示決定等に係る行政



又は保有個人情報（以下この節において

「行政情報等」という。）の提示を求め

ることができる。この場合において、何

人も、審査会に対し、その提示された行

政情報等の開示を求めることができな

い。 

情報又は個人情報（以下「行政情報等」

という。）の提示を求めることができる。

この場合において、何人も、審査会に対

し、その提示された行政情報等の開示を

求めることができない。 

２ （略） ２ （略） 

３ 審査会は、必要があると認めるとき

は、諮問機関に対し、行政情報等の内容

を審査会の指定する方法により分類又

は整理した資料を作成し、審査会に提出

するよう求めることができる。 

３ 審査会は、必要があると認めるとき

は、諮問機関に対し、開示決定等に係る

行政情報等の内容を審査会の指定する

方法により分類又は整理した資料を作

成し、審査会に提出するよう求めること

ができる。 

４ 審査会は、行政情報等に市、国、市

以外の地方公共団体及び開示請求者以

外の者に関する情報が記録されている

場合において必要と認めるときは、諮問

機関に対し、当該情報に係る者に行政情

報等の名称その他の事項を通知し、意見

書を提出する機会を与えるよう求める

ことができる。 

４ 審査会は、開示決定等に係る行政情

報に市、国、市以外の地方公共団体及び

開示請求者以外の者に関する情報が記

録されている場合において必要と認め

るときは、諮問機関に対し、当該情報に

係る者に開示請求に係る行政情報等の

名称その他の事項を通知し、意見書を提

出する機会を与えるよう求めることが

できる。 

５ （略） ５ （略） 

  

（調査審議手続の非公開） （調査審議手続の非公開） 

第１３条 審査会の行う審査請求に係る

調査審議の手続は、公開しない。 

第１３条 審査会の行う調査審議の手続

は、公開しない。 

  

（答申等） （答申等） 

第１４条 審査会は、審査請求に係る諮問

に対する答申をしたときは、答申書の写

しを審査請求人及び参加人に送付する

第１４条 審査会は、諮問に対する答申

をしたときは、答申書の写しを審査請

求人及び参加人に送付するとともに、



とともに、答申の内容を公表するものと

する。ただし、第三者の正当な権利利益

を侵害するおそれがあると認める場合

その他正当な理由がある場合は、この限

りでない。 

答申の内容を公表するものとする。た

だし、第三者の正当な権利利益を侵害

するおそれがあると認める場合その他

正当な理由がある場合は、この限りで

ない。 

２ （略） ２ （略） 

  

    第２節 情報公開及び個人情報

の取扱い等に係る審議の手続 

 

  

 （審査会の意見）  

第１６条 第２条第１項第４号から第６

号まで、同条第２項及び同条第３項に規

定する審査会の意見の決定は、委員の合

議によるものとする。 

 

  

   第４章 雑則  

  

 （委任）  （委任） 

第１７条 （略） 第１６条 （略） 

  

   第５章 罰則  

  

（罰則） （罰則） 

第１８条 第５条第６項の規定に違反し

て秘密を漏らした者は、１年以下の懲役

又は５０万円以下の罰金に処する。 

第１７条 第６条第６項の規定に違反し

て秘密を漏らした者は、１年以下の懲役

又は５０万円以下の罰金に処する。 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。  



 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に、四日市市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和

４年四日市市条例第３３号。以下「法施行条例」という。）附則第２項の規定によ

る廃止前の四日市市個人情報保護条例（平成１１年四日市市条例第２５号）第３６

条第１項の規定による諮問がされた場合におけるこの条例による改正前の四日市市

情報公開・個人情報保護審査会設置条例第３条第１項第１号に規定する調査審議に

ついては、なお従前の例による。 

（総務部総務課） 


